
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１章 計画の概要 

■第2 次 愛西市空家等対策計画（令和８年３月） 【概要版】                                     No.1 

第２章 現状と課題 

■空家特措法の改正ポイント 

■計画策定の背景 

近年、人口減少や少子高齢化、既存住宅の老朽化、社

会的ニーズの変化等を背景として、全国的に空き家が

年々増加し、空き家の更なる増加に備え、令和5年12月

には 「空家等対策の推進に関する特別措置法」 （以下「空

家特措法」という。）の一部が改正されました。 

本市においても、引き続き市民の生命・身体・財産を保

護し、安全・安心な生活環境を保全するとともに、地域

の活力を維持・向上させるため、改正された空家特措法

や国の基本指針に即し、「愛西市空家等対策計画」の改定

を行い、実効性ある空家等対策を推進していきます。 

 

■計画の期間と対象 

計画期間  ：令和8年度から令和15年度まで 

対象地域  ：市内全域 

計画の対象：「空家特措法」に規定される空家等 

 

■空き家に関する実態調査の結果 

令和6年度に実施した「愛西市空家等実態調査」では、使用実態がない可能性が高い639件の建物を空き家と判定

し、総件数22,220件に対する空き家率は2.9％となりました。 

地区別の空き家件数では、佐屋地区が292件、次いで佐織地区が205件となっています。 

 

■空き家の実態に関するアンケート調査の結果 

所有者へのアンケート結果からは、空家等の実態や空家等対策のニーズについて、次のことが分かりました。 

 
●空き家になってから10年以上が経過した旧耐震基準で建てられた古い建物が多い。 

●所有者の8割以上が60歳代以上の高齢者で、空き家になった理由も居住者の転居、死亡、入院・入所が多い。 

●今後は、建物や土地を売却したいとした人が多く、建物自体を活用したいという意向も多い。 

●市が行う支援策として、空き家の除却や利活用などに関する補助制度を求める意見が多い。 

出典：令和7年度空き家の実態に関するアンケート調査 

 

 ■空き家に関する政策課題 

出典：令和6年度愛西市空家等実態調査 

■空き家に関する実態調査の結果 

【空き家の発生予防に関する課題】 

 ●高齢単身世帯などを中心に所有者に対し、空き家化の予防や適正管理に関する啓発を行うとともに、空家等対策に関す

る情報の周知や相談体制などを強化する必要がある。 

【空き家の適正管理に関する課題】 

 ●所有者への継続的な管理義務の啓発や管理支援サービスの普及のほか、危険な空き家に対し、法や条例に基づいた対

応を強化する必要がある。 

【空き家の利活用に関する課題】 

 ●利活用方法が分からない所有者への相談体制づくりや中古住宅の流通を促すための体制の構築、地域特性に応じた

利活用方策の提案など、総合的なサポート体制を強化するほか、除却に向けた支援についても行う必要がある。 

 

「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」の概要」国土交通省 

■計画の位置づけ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３章 今後の方針と取り組み 

愛西市 産業建設部 都市計画課 
〒496-8555 愛知県愛西市稲葉町米野308番地 

電話 ０５６７－５５－７１２６（ダイヤルイン） 

第４章 計画の推進 

本市では、空家等対策の展開に向け、以下に示す「空き家の発生抑制と適正管理の促進」、「危険な空き家の解消」、「空

き家の利活用の促進」の３つを基本的方針に定め、具体的な施策を実施します。 

 

■空家等対策の施策体系 

令和5年12月に空家特措法の一部が改正され、除却の一層の促進や利活用の拡充、管理不全空家等に対する新たな措

置等が可能となりました。 

本市においては、空き家の発生を未然に防ぐため、所有者へ早期の対応と適正管理を促すとともに、危険な空き家に

ついては、空き家特措法に基づき、 「管理不全空家等」及び「特定空家等」に認定し、助言・指導や勧告・命令、さらに

は行政代執行まで段階的な措置を実施します。 

また、利用可能な空き家については、空き家バンクの活用や関連団体等との連携を強化し、流通や利活用の促進を図

ります。 

■実施体制 

空家等対策の計画的な推進に向け、学識経験者、法務、不動産、建築等幅広い分野の委員からなる「愛西市空家等対

策協議会」における専門的な観点からの多角的な協議や、庁内における実施体制を整えるとともに、関係団体や民間事

業者、地域等と連携し、空き家に関する相談体制や対策の実施体制を整備します。 

 

■空家等対策に関する関係部局 

■計画の進行管理 

計画の進行にあたっては、ＰＤＣＡ（計画、実施、

点検・評価、改善・見直し）サイクルに基づいて、

取組状況の進捗管理や改善を行い、継続的に見直し

ながら進めます。 
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